




別紙　郵便局一覧

No 局名 No 局名 No 局名 No 局名

1 福岡中央 51 博多リバレイン内 101 福岡室見 151 福岡筥松

2 福岡西 52 福岡美野島 102 福岡原団地 152 博多千代

3 早良 53 福岡南小路 103 福岡昭代 153 福岡箱崎ふ頭

4 博多南 54 博多堅粕 104 福岡百道浜 154 福岡原田

5 福岡東 55 博多比恵 105 シーサイドももち 155 福岡名島

6 筑紫 56 福岡東吉塚 106 福岡野芥 156 福岡香住ヶ丘

7 和白 57 福岡合同庁舎内 107 福岡有田 157 福岡千早

8 博多 58 福岡小林 108 福岡飯倉 158 福岡八田

9 福岡南 59 福岡上牟田 109 福岡室住団地 159 福岡青葉

10 城南 60 博多駅東 110 福岡星の原団地 160 福岡舞松原

11 新福岡 61 博多大井 111 福岡田町 161 福岡城浜

12 博多北 62 福岡唐人 112 福岡四箇田団地 162 福岡流通センター内

13 西戸崎 63 福岡大名一 113 福岡南庄 163 香椎オークタウン

14 志賀島 64 福岡大名二 114 福岡原五 164 福岡香椎台

15 上和白 65 福岡赤坂 115 福岡次郎丸 165 香椎御幸

16 福岡工業大学前 66 福岡今川 116 姪浜 166 福岡唐原

17 福岡美和台 67 福岡大濠 117 福岡能古 167 福岡松崎

18 福岡高美台 68 福岡市役所内 118 福岡拾六町

19 福岡奈多 69 福岡大手門 119 福岡下山門団地

20 竹下 70 福岡港 120 福岡愛宕

21 板付 71 福岡福浜 121 福岡壱岐

22 福岡井尻 72 福岡鮮魚会館内 122 福岡福重

23 福岡麦野 73 福岡天神 123 福岡新栄

24 博多半道橋 74 電通福岡ビル内 124 福岡小戸

25 福岡弥永 75 福岡春吉 125 福岡生松台

26 福岡横手 76 福岡六本松 126 福岡マリナタウン

27 福岡諸岡 77 福岡渡辺通 127 福岡老司

28 博多月隈 78 福岡薬院 128 福岡大橋

29 博多那珂 79 福岡平尾 129 福岡日赤前

30 福岡高木 80 福岡清川 130 福岡中尾

31 福岡雑餉隈 81 福岡小笹 131 福岡若久

32 今宿 82 福岡桜坂 132 福岡清水

33 早良南 83 福岡山荘 133 福岡鶴田

34 北崎 84 福岡笹丘 134 福岡塩原

35 周船寺 85 福岡新天町 135 福岡野多目

36 福岡今津 86 福岡友丘 136 福岡三宅

37 早良内野 87 福岡別府団地 137 福岡高宮

38 元岡 88 福岡鳥飼 138 福岡野間

39 玄界島 89 福岡荒江 139 福岡桧原

40 九大学研都市駅前 90 福岡福大前 140 福岡長住

41 脇山 91 福岡別府四 141 福岡大池

42 博多住吉 92 福岡金山団地 142 福岡長丘

43 博多駅前四 93 福岡堤 143 福岡皿山

44 博多祇園西 94 福岡神松寺 144 福岡桜町

45 博多駅前一 95 福岡田島三 145 福岡柏原

46 博多呉服 96 福岡南片江 146 箱崎

47 博多土居町 97 福岡七隈 147 福岡県庁内

48 博多奈良屋 98 藤崎 148 吉塚

49 博多港 99 福岡曙 149 博多馬出

50 博多祇園 100 福岡城西 150 箱崎松原







覚書 

 

 福岡市（以下「甲」という。）と 福岡市内郵便局（以下「乙」という。）は、甲乙間で平成26年４月25

日付で締結した「地域共働事業に関する包括連携協定」（以下「原協定」という。）の別表「地域共働事業に

関する包括連携協定に基づく共働事業の内容」及び「郵便局一覧」を、原協定第４条に基づき次のとおり変

更する。 

 

 

１ 変更内容 

 

（１）地域共働事業に関する包括連携協定に基づく共働事業の内容 

 

 共働事業の内容 取組事項 実施方法等 

（１） 

 

○地域の安全・安心のまち

づくりに関すること 

郵便配達時等の異変

の通報 

 

 

郵便配達時等に発見した道路破損等・子ども，住民の異

変について、市の指定する連絡先へ通報する。 

・道路破損 各区道路維持担当課 

・水道管の漏水 各保全事務所 

・子ども こども総合相談センター 

・住民 福岡市見守りダイヤル 

（※福岡見守るっ隊への加入） 

（２） ○高齢者や障がい者など

の福祉に関すること 

 を 

 共働事業の内容 取組事項 実施方法等 

（１） ○地域の安全・安心のまち

づくりに関すること 

郵便配達時等の異変

の通報 

 

 

郵便配達時等に発見した道路破損等・子ども，住民の異

変について，市の指定する連絡先へ通報する。 

・道路破損 各区道路維持担当課 

・水道管の漏水 各保全事務所 

・不法投棄 環境局産業廃棄物指導担当課 

・子ども こども総合相談センター 

・住民 福岡市見守りダイヤル 

（※福岡見守るっ隊への加入） 

（２） ○高齢者や障がい者など

の福祉に関すること 

 に変更する。 

 

 

（２）郵便局一覧 

   別紙のとおり 

 

 



 

２ 変更年月日 

  令和 ２年 ３月 ６日 

 

上記のとおり協定を変更することを証するため、本書３通を作成し、甲及び乙の代表者が記名・押印の上、

各自その１通を原協定書と共に本覚書締結日から原協定が終了するときまで保管する。 

 

 

 

令和 ２年 ３月 ６日 

 

 

               甲    福岡市中央区天神一丁目８番１号  

福岡市長  髙 島   宗 一 郎     印   

 

 

乙    福岡市内郵便局 

   代表者 

福岡市中央区天神四丁目３番１号 

日本郵便株式会社 福岡中央郵便局 

局長    西  哲 也          印 

 

 

福岡市南区三宅二丁目３番１１号 

日本郵便株式会社 福岡三宅郵便局 

局長     清 原  一 貴    印 
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